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氏　　　名 副担当

1 事務局の総括に関すること
2 加盟団体の申請・脱退に関すること 大田
3 財源確保等に関すること 大田
4 公益法人の認定に関すること 大田
5 職員の採用等に関すること 大田
6 NOスポハラに関すること 大田
7 創立100周年記念事業に関すること 大田
8 その他本会の運営に必要なこと 大田
1 事務局長を補佐する
2 課の総括に関すること
3 全会計の総括に関すること 定歳
4 理事会に関すること 定歳
5 評議員会に関すること 定歳
6 各種手当の認定業務に関すること 野中
7 スポーツ振興募金（資金造成含む）の総括に関すること 野中
8 創立100周年記念史に関すること 野中
9 その他本会の運営に必要なこと 野中
1 会館管理運営に関すること 定歳、知念、安里

2 スポーツ振興募金（資金造成含む）に関すること 定歳
3 Sports For All推進費付き自動販売機設置事業に関すること 大田
4 倫理委員会に関すること 定歳
5 日スポ協評議員会、都道府県連合会に関すること 定歳
6 スポ協表彰に関すること 定歳
7 叙勲・国・県の表彰推薦に関すること 大田
8 NOスポハラに関すること（周知・広報） 安里
9 その他庶務に関すること 安里
10 その他上司の命ずること
1 会計処理全般に関すること 大田
2 評議員選定員会に関すること 局長
3 総務委員会に関すること 野中
4 公益法人の定期報告に関すること 大田
5 その他上司の命ずること
1 文書受付・発送簿の管理に関すること 野中、知念
2 加盟団体規程に基づく提出資料に関すること 定歳、知念
3 海邦スポーツに関すること 野中
4 情報システムに関すること 野中、知念
5 切手の管理に関すること 野中
6 その他上司の命ずること
1 会館管理事務に関すること 野中
2 スポーツ振興募金事務に関すること 野中
3 Sports For All推進費付き自動販売機設置事業事務に関すること 野中
4 消耗品の管理に関すること 定歳
5 行事の共催等に関すること 定歳
6 その他上司の命ずること
1 課の総括に関すること
2 競技力向上対策事業に関すること 岩崎
3 沖縄県民スポーツ大会に関すること 富原
4 九州地区スポーツ協会連絡協議会幹事県に関すること 平良

1 加盟団体連絡会議に関すること 大城(美)
2 国民スポーツ大会に関すること 新垣
3 スポーツ医・科学研究事業に関すること 大城(美)
4 九州地区スポーツ協会連絡協議会に関すること 金城(汰)

1 スポーツ少年団育成事業に関すること 平良
2 青少年健全育成に関すること 平良
3 日スポ委託地域交流事業等に関すること 新垣
4 NOスポハラに関すること（少年団育成関連） 金城(汰)
5 総合型地域スポーツクラブに関すること 田畑
6 地域スポーツ推進（学校部活動地域展開等）に関すること 金城(汰)
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氏　　　名 副担当

公益財団法人　沖縄県スポーツ協会
事　務　分　掌

令和8年4月1日現在

職　名 事　　　務　　　分　　　担
1 競技力向上対策事業に関すること 金城(汰)
2 スポーツデジタルツール活用促進事業に関すること 金城(汰)
3 その他選手強化事業に関すること 金城(汰)
4
1 国スポ九州ブロック大会に関すること 平良
2 国民スポーツ大会入賞者等表彰式に関すること 平良
3 公認スポーツ指導者養成・研修会に関すること 大城(美)
4 NOスポハラに関すること（指導者育成関連）

1 総合型地域スポーツクラブ育成事業に関すること 大城(美)
2 広域スポーツセンター委託事業に関すること 大城(美)
3 スポーツ少年団大会離島児童渡航費助成事業に関すること 大城(美)
4 スポーツ少年団育成事業に関すること（剣道・登録） 大城(美)

1 沖縄県民スポーツ大会に関すること 金城(汰)
2 県スポーツレクリエーション祭に関すること 平良
3 沖縄県スポーツ新春のつどいに関すること 平良
4 スポーツ少年団育成事業に関すること（スタートコーチ） 大城(美)

1 課の総括 池田
2 工程・タスク管理に関すること 池田
3 職員（嘱託員含む）に関すること

4 その他上司の命ずること（他課の業務を含む）

1
スポーツコンベンション受入コーディネート（総
括）

2
市町村担当者連絡会議、市町村との連携に関するこ
と

東江

3
スポーツコミッション担当者連絡会議等に関するこ
と

4
予算要求、請求・執行等に係る県との調整、各事業
の予算総括に関すること

伊野波

5 その他上司の命ずること（他課の業務を含む）
1 スポーツコンベンション受入コーディネート

2
スポーツコンベンション誘致戦略推進事業（県事業）受
託事業者との連携に関すること

池田

3
スポーツコミッション沖縄Webｻｲﾄに関すること（保守契
約、Web掲載・更新、画像提供）

東江

4 市町村等の受入環境整備に関すること 池田、東江

5 公共施設設備改善アドバイザーの事後調査に関すること 伊野波

6 その他上司の命ずること

1 スポーツコンベンション受入コーディネート

2 委託業務に関すること 池田

3
スポーツコンベンション調査、市町村ヒアリングに関す
ること

比嘉

4 課内会議に関すること

5 その他上司の命ずること

1 スポーツコンベンション受入コーディネート

2 ブース出展等に関すること 東江

3
県内スポーツ施設調査、県内スポーツ環境の動向把握等
に関すること

伊野波

4 サッカーキャンプ贈呈品支援に関すること 比嘉
5 県内宿泊施設調査に関すること 比嘉
6 プロ野球キャンプ贈呈品支援に関すること

7 その他上司の命ずること

1 スポーツコンベンション受入コーディネート

2 各事業の予算執行管理に関すること 池田
3 公共施設設備改善アドバイザー派遣に関すること 比嘉
4 SNS全般の情報発信に関すること 大城

5
庶務･文書管理に関すること（課内情報ツール関係の管理
を含む）

東江

6 スポーツコミッション沖縄関連グッズに関すること 東江
7 その他上司の命ずること
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２２名（専務、局長、総務課５名、事業課７名、推進課８名）
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公益財団法人沖縄県スポーツ協会 加盟団体規程 

 
（総則） 
第１条 この規程は、公益財団法人沖縄県スポーツ協会定款（以下「定款」という。）第５条の規定に基づき、

加盟団体に関する必要な事項を定める。 
 
（加盟団体） 
第２条 定款第５条による加盟団体は、次のとおりとする。 
 ① 定款第５条第１号に定めた団体（以下「加盟競技団体」という。）を別表１に定める。 
 ② 定款第５条第２号に定める団体（以下「加盟市郡体育・スポーツ協会」という。）を別表２に定める。 
 ③ 定款第５条第３号に定める団体（以下「加盟学校体育団体」という。）を別表３に定める。 
 
（評議員候補者及び理事候補者の選出） 
第３条 加盟団体は、評議員会に対し、各団体１人の評議員候補者を推薦することができる。 
２ 加盟団体は、評議員会に対し、理事候補者を推薦することができる。 
 
（報告及び届出義務） 
第４条 加盟団体は、事務所所在地、規約等を変更した場合は、速やかに文書で報告しなければならない。 
第５条 加盟団体は、毎事業年度終了後６月末日までに、次の書類を提出しなければならない。 
 ① 当該年度の事業計画及び歳入歳出予算書並びに役員名簿 
 ② 前年度の事業報告書及び歳入歳出決算書 
 
（負担金） 
第６条 加盟団体は、定款第７条に基づき負担金を毎年６月末日までに納入しなければならない。 
 ① 加盟競技団体－会員又は選手登録数により、各団体の負担金の額は別表４によるものとする。 
② 加盟市郡体育・スポーツ協会－１世帯当たり２０円とする。但し、２，０００，０００円を上限とす

る。 
 ③ 加盟学校体育団体－負担金の額は別表４によるものとする。  
２ 納入した負担金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 
 
（加盟） 
第７条 この法人に加盟しようとする団体は、加盟申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。 
 ① 事務所所在地 
 ② 規約 
 ③ 組織一覧表 
 ④ 役員一覧表 
 ⑤ 前年度事業概要及び決算書 
 ⑥ 当該年度事業予定表及び予算書 
２ 加盟の承認を得た団体は、直ちに本規程第６条に基づき負担金を納入なければならない。 
 
（脱退） 
第８条 加盟団体は、脱退しようとするとき、脱退願書、脱退理由書を提出し、理事会及び評議員会の承認

を得なければならない。 
２ 加盟団体が、本会の加盟団体として不適当と認められるときは、定款第８条第２項により、理事会及び

評議員会の議決をもってこれを退会させることができる。 
３ 年度途中に脱退又は退会した場合は当該年度の負担金を支払わなければならない。 
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 附則 
１ この規程は、昭和３２年 ４月 ６日から施行する。 
２ この規程は、昭和４２年 ６月２１日から施行する。 
３ この規程は、昭和４９年 ４月 １日から施行する。 
４ この規程は、平成 元年 ４月 １日から施行する。 
５ この規程は、平成 ４年 ４月 １日から施行する。 
６ この規程は、平成１３年 ４月 １日から施行する。 
７ この規程は、公益財団法人沖縄県体育協会の設立の登記の日から施行する。 
８ この規程は、平成２４年 ４月 １日から施行する。但し、第６条②の２，０００，０００円を上限と

するは、平成２６年３月３１日までとする。 
９ この規程は、平成２６年 ４月 １日から施行する。 
10 この規程は、平成２６年 ６月１２日から施行する。 
11 この規程は、平成２７年 ６月１１日から施行する。 
12 この規程は、平成２８年 ５月２６日から施行する。 
13 この規程は、平成２８年 ６月１７日から施行する。 
14 この規程は、平成３０年 ６月１９日から施行する。 
15 この規程は、令和 元年 ６月１８日から施行する。 
16 この規程は、令和 ２年 ４月 １日から施行する。 
17 この規程は、令和 ２年 ６月１７日から施行する。 
18 この規程は、令和 ４年 ４月 １日から施行する。 
19 この規程は、令和 ６年 ６月１９日から施行する。 
20 この規程は、令和 ７年 ７月１６日から施行する。 
 
別表１（第２条関係）加盟競技団体 

1 水泳連盟 20 野球連盟 39 山岳･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ連盟 

2 ローイング協会 21 相撲連盟 40 ゲートボール連合 

3 セーリング連盟 22 馬術連盟 41 ゴルフ協会 

4 カヌー協会 23 フェンシング協会 42 トライアスロン連合 

5 ボウリング連盟 24 柔道連盟 43 ダンススポーツ連盟 

6 陸上競技協会 25 ソフトボール協会 44 武術太極拳連盟 

7 サッカー協会 26 バドミントン協会 45 グラウンド・ゴルフ協会 

8 テニス協会 27 弓道連盟 46 少林寺拳法連盟 

9 ホッケー協会 28 ライフル射撃協会 47 スケート連盟 

10 ボクシング連盟 29 剣道連盟 48 障がい者スポーツ協会 

11 バレーボール協会 30 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 49 合気道連盟 

12 体操協会 31 アーチェリー協会 50 ペタンク協会 

13 バスケットボール協会 32 空手道連盟 51 エアロビック連盟 

14 レスリング協会 33 銃剣道連盟 52 キンボールスポーツ連盟 

15 ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ協会 34 クレー射撃協会 53 ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ・ﾌｨｯﾄﾈｽ連盟 

16 ハンドボール協会 35 なぎなた連盟 54 バウンドテニス協会 

17 自転車競技連盟 36 パワーリフティング協会 55 ジャンプロープ連合 

18 ソフトテニス連盟 37 アイスホッケー連盟   

19 卓球協会 38 スキー連盟   
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別表２（第２条関係）加盟市郡体育・スポーツ協会   別表３（第２条関係）加盟学校体育団体 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表４（第６条関係） 加盟団体負担金 

 区 分 負 担 金  区 分 負 担 金 

1 水泳連盟 ５０，０００ 29 剣道連盟 ８０，０００ 

2 ローイング協会 ３０，０００ 30 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 ５０，０００ 

3 セーリング連盟 ３０，０００ 31 アーチェリー協会 ３０，０００ 

4 カヌー協会 ３０，０００ 32 空手道連盟 ８０，０００ 

5 ボウリング連盟 ５０，０００ 33 銃剣道連盟 ４０，０００ 

6 陸上競技協会 ６０，０００ 34 クレー射撃協会 ３０，０００ 

7 サッカー協会 ８０，０００ 35 なぎなた連盟 ４０，０００ 

8 テニス協会 ８０，０００ 36 パワーリフティング協会 ３０，０００ 

9 ホッケー協会 ４０，０００ 37 アイスホッケー連盟 ３０，０００ 

10 ボクシング連盟 ３０，０００ 38 スキー連盟 ３０，０００ 

11 バレーボール協会 ８０，０００ 39 山岳･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ連盟 ３０，０００ 

12 体操協会 ４０，０００ 40 ゲートボール連合 ５０，０００ 

13 バスケットボール協会 ８０，０００ 41 ゴルフ協会 ４０，０００ 

14 レスリング協会 ３０，０００ 42 トライアスロン連合 ３０，０００ 

15 ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ協会 ３０，０００ 43 ダンススポーツ連盟 ３０，０００ 

16 ハンドボール協会 ８０，０００ 44 武術太極拳連盟 ５０，０００ 

17 自転車競技連盟 ３０，０００ 45 グラウンド・ゴルフ協会 ６０，０００ 

18 ソフトテニス連盟 ８０，０００ 46 少林寺拳法連盟 ３０，０００ 

19 卓球協会 ８０，０００ 47 スケート連盟 ３０，０００ 

20 野球連盟 ８０，０００ 48 障がい者スポーツ協会 ３０，０００ 

21 相撲連盟 ３０，０００ 49 合気道連盟 ３０，０００ 

22 馬術連盟 ３０，０００ 50 ペタンク協会 ３０，０００ 

23 フェンシング協会 ３０，０００ 51 エアロビック連盟 ３０，０００      

24 柔道連盟 ８０，０００ 52 キンボールスポーツ連盟 ３０，０００ 

25 ソフトボール協会 ８０，０００ 53 ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ・ﾌｨｯﾄﾈｽ連盟 ３０，０００ 

26 バドミントン協会 ８０，０００ 54 バウンドテニス協会 ３０，０００ 

27 弓道連盟 ４０，０００ 55 ジャンプロープ連合 ４０，０００ 

28 ライフル射撃協会 ３０，０００ 計 ２，５３０，０００ 

1 国頭郡体育協会 

2 名護市スポーツ協会 

3 中頭郡スポーツ協会 

4 うるま市体育協会 

5 沖縄市スポーツ協会 

6 宜野湾市スポーツ協会 

7 浦添市スポーツ協会 

8 NPO法人 那覇市体育協会 

9 島尻郡体育協会 

10 特定非営利活動法人 豊見城市体育協会 

11 南城市体育協会 

12 NPO法人 糸満市体育協会 

13 一般社団法人宮古島市スポーツ協会 

14 八重山郡スポーツ協会 

1 中学校体育連盟 

2 高等学校体育連盟 

3 高等学校野球連盟 
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注：加盟団体負担金の額 
１）200 名未満        ３０，０００円 
２）200 名以上 500名未満      ４０，０００円 
３）500 名以上 800名未満      ５０，０００円 
４）800 名以上 1100 名未満     ６０，０００円 
５）1100名以上               ８０，０００円 

 

 学校体育団体 負担金 

1 中学校体育連盟 ３０，０００ 

2 高等学校体育連盟 ５０，０００ 

3 高等学校野球連盟 ４０，０００ 

     計        １２０，０００ 
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1． 県民スポーツ大会開催事業

2． 県スポーツ・レクリエーション祭開催事業

3． 競技力向上対策事業

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

　広く県民の間にスポーツを普及し、アマチュアリズムとスポーツ精神を高揚して県民の健康増進と体力の向

上を図り、本県スポーツの振興と文化の発展に寄与し、県民生活を明るく豊かにするため、第78回沖縄県民

スポーツ大会を北部地区（国頭郡・名護市）において開催する。

　大会は、沖縄県スポーツ協会、沖縄県、沖縄県教育委員会、開催地市町村、開催地市町村教育委員会の共催

により、6月～1月にかけて夏季大会、秋季大会、冬季大会を開催し、14市郡対抗戦による19の採点競技と26

の非採点競技合わせて45競技を実施する。

令和８年度事業計画

方針

　本協会は、本県のスポーツを振興し、県民の体力の向上とスポーツ精神の養成を通じて、心身の健全な発達に資

するため、組織をあげて諸活動を遂行するとともに、スポーツ団体ガバナンスコード 等の遵守やスポーツハラスメ

ントの根絶に取り組む。

　競技スポーツにおいては、競技団体及び関係機関と連携し、国民スポーツ大会や国際大会、オリンピック・パラ

リンピック等で活躍する選手の発掘・育成に努める。また、2034年（令和16年）の第88回国民スポーツ大会・第

33回全国障害者スポーツ大会の本県開催を見据えた選手強化の更なる充実に向けて関係機関との連携を進める。

　生涯スポーツにおいては、県民の誰もが、それぞれの体力や年齢、目的に応じて、いつでも、どこでも、いつま

でもスポーツに親しみ、楽しむ環境づくりを推進し、青少年の健全育成や県民の健康の保持増進に努める。

　さらに、スポーツコンベンションを推進し、アジア・世界に開かれたスポーツアイランド沖縄の実現に努める。

事業計画

▶ 公益目的事業

　スポーツ医・科学サポートプログラムを実施するなど積極的な活用を推進する。

　沖縄県スポーツ協会、沖縄県、沖縄県レクリエーション協会との共催により、県民の日常生活の中にスポー

ツ・レクリエーション活動の感心と意欲を高め、明るく健康で心豊かな県民の育成を目的に、第29回沖縄県

スポーツ・レクリエーション祭を開催する。

第80回国民スポーツ大会「青の煌めきあおもり国スポ」選手強化事業

　各競技団体と連携を強化し、強化合宿や県外チーム強化試合、情報収集・戦力分析等を行い、第80回国

民スポーツ大会における男女総合成績30位台を目指す。

トップレベルの選手育成事業

　国際大会へ日本代表として派遣される選手へ奨励金を交付する。

指導者対策事業

　指導者の県外研修派遣やトップコーチの招聘、競技力向上に係わる研修会及び世界で活躍した指導者や

選手を招き実践的な講習会を開催する事で指導者の意識高揚を図る。

ジュニア強化対策事業

　中学校地区別・専門部強化によるジュニア育成を図る。また、関係機関との連携を密にし、優秀選手の

確保に努める。

スポーツ医・科学委員会との連携
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(6)

(7)

(8)

4． スポーツデジタルツール活用促進事業

5． 国民スポーツ大会等派遣事業

(1)

競技名 場所

前 期 14 競 技 令和8年5月24日(日) ～ 令和8年7月26日(日)

後 期 17 競 技 令和8年8月21日(金) ～ 令和8年8月30日(日)

ア イ ス ホ ッ ケ ー 令和8年12月5日(土) ～ 令和8年12月6日(日) 福岡県

(2)

競技名 場所

令和8年9月3日(木) ～ 令和8年9月13日(日)

令和8年10月2日(金) ～ 令和8年10月9日(金)

本 会 期 25 競 技 令和8年10月10日(土) ～ 令和8年10月20日(火)

(3)

競技名 場所

ｽｹｰﾄ(ｽﾋﾟｰﾄﾞ) 令和9年1月26日(火) ～ 令和9年1月30日(土) 岐阜県

ｽｹｰﾄ(ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ・ﾌｨｷﾞｭｱ) 令和9年2月5日(金) ～ 令和9年2月10日(水) 山梨県

アイスホッケー 令和9年1月31日(日) ～ 令和9年2月4日(木) 神奈川県

ス キ ー 令和9年2月18日(木) ～ 令和9年2月21日(日) 岩手県

6． 指導者育成事業

7． スポーツ功労者等表彰事業

第80回国民スポーツ大会

企画提案型競技力向上対策事業

　競技団体が中⾧期的な視点で主体的・積極的に競技力向上に取り組めるよう支援する。

全国大会等運営条件整備事業

　県競技団体の大会運営能力の向上及び県内選手の競技力向上を図るため、全国トップレベルの本

県競技大会開催を支援する。

国民スポーツ大会ふるさと選手制度活用促進事業

　各競技団体から県外で活躍している県出身の有力選手へ、沖縄県のふるさと選手として出場できるよう

積極的に働きかけ、国民スポーツ大会において得点力が向上するよう支援する。

　沖縄県内のスポーツ競技団体におけるスポーツデジタルツールの活用促進を産官学連携のもと支援し、トッ

プアスリートを目指す県内競技者の分析力と考察力の向上を図ることでスポーツの発展に寄与する。

　国民スポーツ大会実施要項等に基づき、国民スポーツ大会へ沖縄県選手団（選手・監督・役員等）を派遣す

る。また、参加選手が十分な実力を発揮するよう監督会議・結団式の開催及び国民スポーツ大会入賞者等表彰

式を実施する。

国民スポーツ大会第46回九州ブロック大会

期日

鹿児島県

（熊本県、佐賀県）

期日

会 期 前 16 競 技 青森県

（山梨県、宮城県）

第81回国民スポーツ冬季大会

期日

　スポーツ振興と競技力向上にあたる各種スポーツ指導者の資質と指導力の向上を図るために、加盟競技団体

及び関係団体と連携して、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく指導者を育成する

とともに、各種大会要項などに指導者参加資格の要件設定が行われるよう積極的に取り組む。

　スポーツの健全な普及・発展に貢献し、沖縄県スポーツ振興に著しい成果をあげた個人及び団体並びに国民

スポーツ大会等の各種競技会において優秀な成績をあげた選手等を表彰する。
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8． 普及・広報活動事業

(1)

(2)

9． スポーツ医・科学研究事業

10．スポーツ少年団育成事業

(1)

(2)

11．スポーツ少年団交流大会離島児童渡航費用助成事業

12．総合型地域スポーツクラブ育成事業

(1)

(2)

13．会館管理運営事業

(1)

(2)

14．スポーツコンベンション事業

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

スポーツ新春のつどいの開催

情報発信

　本会事業実施状況の広報及びスポーツに関する情報を発信するために、広報誌「海邦スポーツ」の発

刊、ホームページの充実を図る。

本会加盟団体等、本県スポーツの推進を中心的に担っている各団体へ事務所を貸与するとともに、沖縄県

体協スポーツ会館の管理・運営を行う。

　スポーツ功労者等表彰者の祝賀会を目的として開催するに加え、本会加盟団体及び関係機関が一堂に会

し情報交換、親睦を深める。

　スポーツ医・科学的立場から総合的サポートを行うため、スポーツ医・科学委員会を通じ、スポーツ関係者

に対する医科学的理論や情報を提供するとともに医科学サポートプログラム事業を行う。

スポーツ少年団活動の意義啓発に努め広く加入促進を図り、スポーツ活動を奨励し、心身ともに健全な青

少年の育成に資する。また、スポーツ少年団の育成、強化を図るため、市町村スポーツ少年団組織の確立

とともに指導者及びリーダーの確保と資質の向上に努める。

指導者・リーダーとの連携を図り、九州ブロックスポーツ少年団剣道交流大会の成功に向けた活動を行

う。

　本島を会場として県スポーツ少年団が主催する大会へ離島チームが参加する際の渡航費用について、その一

部の経費を助成する。

地域スポーツ環境の発展に向け、市町村と各総合型地域スポーツクラブの連携ならびにクラブへの直接的

なサポートを推進し、各クラブの抱える課題や現状把握および課題解決に向けた支援を実施する。

総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度の導入を通し、関係機関（広域スポーツセンター及び市町村）

との連携・協力のもと、より地域に根差し公益性の高い総合型地域スポーツクラブの安定的運営を促進す

る。

スポーツ実践研修棟（体育館・会議室）利用を希望する団体等に貸出を行い、広くスポーツの普及・振興

を図る。

　スポーツ合宿・大会等に係る相談窓口を担う「スポーツコミッション沖縄」を運営し、沖縄県のスポーツコ

ンベンションを推進する。

スポーツコンベンション（合宿・大会）に係る国内外からの問い合わせに対し、情報提供を行い、各方面

の競技施設、競技団体、宿泊施設等へのコーディネートを行う。

スポーツコンベンション受入に係る関係機関（市町村、競技団体等）との連携体制を構築する。

県内のスポーツ施設整備に係るアドバイスの実施や施設整備状況を把握する。

沖縄県スポーツ環境のＷeｂ発信や国内外イベントへの出展等によるプロモーションを実施する。

歓迎セレモニー等の開催によるスポーツコンベンション受入の継続・発展に向けた気運醸成を行う。
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15．第88回国民スポーツ大会・第33回全国障害者スポーツ大会開催に向けた取組

1． 自動販売機等運営事業

1． 本協会創立１００周年に関する取組

2． 会議

3． スポーツ団体ガバナンスコード及び日本スポーツ協会加盟団体規程の遵守

(1)

(2)

4． スポーツハラスメント根絶

5． 財源の確保

(1)

　記念史の発刊に取り組む。

▶ 収益事業

　体育館等の利用者の便宜を図るため、自動販売機を設置し、手数料を徴収することで財源の確保に努める。

▶ その他

　国スポ・全障スポ沖縄県準備委員会総会、常任委員会及び各種専門委員会等への参加や、沖縄県スポーツ未

来創造基本計画に記載された事業を行うなど、沖縄県や競技団体等と連携して、第88回国民スポーツ大会・

第33回全国障害者スポーツ大会開催に向けた取組を実施する。

　理事会を５回、評議員会を１回開催する。

スポーツ団体として適正な組織運営等を行うため、スポーツ団体ガバナンスコードのうち、日本スポーツ

協会の指定する項目を遵守することに努める。

アンチ・ドーピング規程の遵守、その他アンチ・ドーピング活動に取り組む。

　日本スポーツ協会等が中心となり進めるスポーツ界からスポハラの根絶を目指す「ＮＯ！スポハラ」活動に

賛同し、誰もが安全・安心にスポーツを楽しめる社会作りに貢献する取組を進める。

スポーツ振興募金及びSport for All推進費付自動販売機の設置拡大並びに広告枠付き無償提供HP「スポ

エール沖縄HP」活用促進に向け、加盟団体及び関係機関と連携を図り財源の確保に努める。
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シ
ョ

ン
2
0
2
6

熊
本

県

8
県

ス
ポ

協
表

彰
審

査
部

会
体

協
会

館
上

旬
公

認
ス

ポ
ー

ツ
指

導
者

全
国

研
修

会
未

定

19
～

20
ス

ポ
少

ジ
ュ

ニ
ア

・リ
ー

ダ
ー

ス
ク

ー
ル

南
城

市

25
～

28
エ

ン
ジ

ョ
イ

！
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

2
0
2
6

茨
城

県

12
第

3回
理

事
会

体
協

会
館

18
第

81
回

国
ス

ポ
冬

季
大

会
結

団
式

体
協

会
館

23
～

24
ｽ

ﾀ
ｰ

ﾄｺ
ｰ

ﾁ
(ジ

ュ
ニ

ア
・ユ

ー
ス

)養
成

講
習

会
（2

・3
回

目
）

体
協

会
館

22
県

ス
ポ

協
表

彰
式

・新
春

の
つ

ど
い

ﾊ
ﾟｼ

ﾌ
ｨｯ

ｸ
H

2
6
～

2/
1
0

第
81

回
国

ス
ポ

冬
季

ス
ケ

ー
ト

山
梨

・
岐

阜
下

旬
令

和
8年

度
登

録
審

査
委

員
会

体
協

会
館

下
旬

第
2回

指
導

者
育

成
委

員
会

体
協

会
館

31
～

2/
4

第
81

回
国

ス
ポ

冬
季

ア
イ

ス
ホ

ッ
ケ

ー
神

奈
川

県
未

定
全

国
ス

ポ
ー

ツ
指

導
者

連
絡

会
議

未
定

18
～

21
第

81
回

国
ス

ポ
冬

季
ス

キ
ー

岩
手

県
4～

5
日

本
ス

ポ
ー

ツ
少

年
団

九
州

ブ
ロ

ッ
ク

会
議

大
分

県

13
ス

ポ
少

バ
ド

ミ
ン

ト
ン

交
流

大
会

糸
満

市

14
県

ス
ポ

ー
ツ

指
導

者
研

修
会

(更
新

研
修

)
体

協
会

館

18
ｽ

ﾎ
ﾟ少

第
2
回

常
任

・
運

営
委

員
会

及
び

合
同

委
員

総
会

体
協

会
館

20
ス

ポ
少

指
導

者
研

修
会

体
協

会
館

27
日

ス
ポ

少
第

2回
委

員
総

会
東

京
都

未
定

S
C

全
国

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

総
会

ハ
イ

ブ
リ

ッ
ド

未
定

第
２

回
総

合
型

連
絡

協
議

会
委

員
会

体
協

会
館

9
第

4回
理

事
会

体
協

会
館

26
～

28
エ

ン
ジ

ョ
イ

！
剣

道
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

20
27

北
海

道

18
都

道
府

県
ｽ

ﾎ
ﾟ協

連
合

会
第

3回
常

任
幹

事
会

・総
会

東
京

都

中
旬

企
画

提
案

選
定

委
員

会
体

協
会

館

中
旬

第
2回

ス
ポ

ー
ツ

医
・科

学
委

員
会

体
協

会
館

下
旬

第
2回

競
技

力
向

上
対

策
委

員
会

体
協

会
館

　
※

１
 ス

ポ
少

：ス
ポ

ー
ツ

少
年

団
　

 ※
２

 九
ブ

ロ
：九

州
ブ

ロ
ッ

ク
 　

※
３

 ス
ポ

レ
ク

祭
：ス

ポ
ー

ツ
・レ

ク
リ

エ
ー

シ
ョ

ン
祭

 　
※

４
 二

重
線

：事
務

手
続

２ ３

令
 和

 ８
 年

 度
 月

 別
 事

 業
 計

 画

10 11 12 １
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（
単

位
：
円

）

Ⅰ
一

般
正

味
財

産
増

減
の

部

　
１

．
経

常
増

減
の

部

　
（
１

）
経

常
収

益

①
特

定
資

産
運

用
益

〔
0

〕
〔

0
〕

〔
0

〕
〔

0
〕

〔
0

〕
〔

0
〕

ア
．

特
定

資
産

受
取

利
息

（
0

）
（

0
）

（
0

）
（

0
）

（
0

）
（

0
）

特
定

資
産

受
取

利
息

0
0

0

②
受

取
会

費
〔

7
,5

5
0
,0

0
0

〕
〔

0
〕

〔
1
0
,6

8
7
,0

0
0

〕
〔

1
8
,2

3
7
,0

0
0

〕
〔

1
8
,4

9
2
,0

0
0

〕
〔

△
 2

5
5
,0

0
0

〕

イ
．

加
盟

団
体

受
取

会
費

（
6
,2

7
5
,0

0
0

）
（

0
）

（
9
,4

1
2
,0

0
0

）
（

1
5
,6

8
7
,0

0
0

）
（

1
5
,4

9
2
,0

0
0

）
（

1
9
5
,0

0
0

）

競
技

団
体

受
取

会
費

1
,0

1
2
,0

0
0

1
,5

1
8
,0

0
0

2
,5

3
0
,0

0
0

2
,4

9
0
,0

0
0

4
0
,0

0
0

地
方

団
体

受
取

会
費

5
,2

1
5
,0

0
0

7
,8

2
2
,0

0
0

1
3
,0

3
7
,0

0
0

1
2
,8

8
2
,0

0
0

1
5
5
,0

0
0

学
校

体
育

団
体

受
取

会
費

4
8
,0

0
0

7
2
,0

0
0

1
2
0
,0

0
0

1
2
0
,0

0
0

0

ウ
．

賛
助

会
員

受
取

会
費

（
1
,2

7
5
,0

0
0

）
（

0
）

（
1
,2

7
5
,0

0
0

）
（

2
,5

5
0
,0

0
0

）
（

3
,0

0
0
,0

0
0

）
（

△
 4

5
0
,0

0
0

）

賛
助

会
員

受
取

会
費

1
,2

7
5
,0

0
0

0
1
,2

7
5
,0

0
0

2
,5

5
0
,0

0
0

3
,0

0
0
,0

0
0

△
 4

5
0
,0

0
0

③
受

取
事

業
収

益
〔

1
7
,6

9
5
,0

0
0

〕
〔

1
,5

8
2
,0

0
0

〕
〔

0
〕

〔
1
9
,2

7
7
,0

0
0

〕
〔

1
7
,4

0
8
,0

0
0

〕
〔

1
,8

6
9
,0

0
0

〕

エ
．

不
動

産
貸

付
事

業
収

益
（

1
7
,6

9
5
,0

0
0

）
（

0
）

（
0

）
（

1
7
,6

9
5
,0

0
0

）
（

1
5
,5

1
8
,0

0
0

）
（

2
,1

7
7
,0

0
0

）

家
賃

収
益

1
2
,3

8
2
,0

0
0

1
2
,3

8
2
,0

0
0

1
0
,2

2
4
,0

0
0

2
,1

5
8
,0

0
0

会
議

室
利

用
収

益
1
,5

3
6
,0

0
0

1
,5

3
6
,0

0
0

1
,5

2
7
,0

0
0

9
,0

0
0

体
育

館
利

用
収

益
3
,2

1
6
,0

0
0

3
,2

1
6
,0

0
0

3
,2

8
2
,0

0
0

△
 6

6
,0

0
0

倉
庫

利
用

収
益

5
6
1
,0

0
0

5
6
1
,0

0
0

4
8
5
,0

0
0

7
6
,0

0
0

オ
．

付
随

的
事

業
収

益
（

0
）

（
1
,5

8
2
,0

0
0

）
（

0
）

（
1
,5

8
2
,0

0
0

）
（

1
,8

9
0
,0

0
0

）
（

△
 3

0
8
,0

0
0

）

飲
料

水
販

売
収

益
1
,5

8
2
,0

0
0

1
,5

8
2
,0

0
0

1
,8

9
0
,0

0
0

△
 3

0
8
,0

0
0

④
受

取
補

助
金

等
〔

3
8
7
,7

2
3
,0

0
0

〕
〔

0
〕

〔
0

〕
〔

3
8
7
,7

2
3
,0

0
0

〕
〔

3
2
7
,7

6
8
,0

0
0

〕
〔

5
9
,9

5
5
,0

0
0

〕

カ
．

受
取

補
助

金
（

1
4
0
,1

2
7
,0

0
0

）
（

0
）

（
0

）
（

1
4
0
,1

2
7
,0

0
0

）
（

1
3
5
,6

9
0
,0

0
0

）
（

4
,4

3
7
,0

0
0

）

県
受

取
補

助
金

1
4
0
,1

2
7
,0

0
0

1
4
0
,1

2
7
,0

0
0

1
3
5
,6

9
0
,0

0
0

4
,4

3
7
,0

0
0

キ
．

受
託

収
入

受
取

受
託

収
益

(
2
4
1
,0

6
1
,0

0
0

）
（

0
）

（
0

）
（

2
4
1
,0

6
1
,0

0
0

）
(

1
8
8
,7

4
3
,0

0
0

）
(

5
2
,3

1
8
,0

0
0

）

県
受

取
受

託
収

益
2
4
0
,3

0
1
,0

0
0

2
4
0
,3

0
1
,0

0
0

1
8
2
,5

5
0
,0

0
0

5
7
,7

5
1
,0

0
0

日
ス

ポ
協

等
受

取
受

託
収

益
7
6
0
,0

0
0

7
6
0
,0

0
0

6
,1

9
3
,0

0
0

△
 5

,4
3
3
,0

0
0

ク
．

受
取

助
成

金
(

6
,5

3
5
,0

0
0

）
（

0
）

（
0

）
（

6
,5

3
5
,0

0
0

）
(

3
,3

3
5
,0

0
0

）
(

3
,2

0
0
,0

0
0

）

日
ス

ポ
協

等
受

取
助

成
金

6
,1

4
5
,0

0
0

6
,1

4
5
,0

0
0

2
,9

4
5
,0

0
0

3
,2

0
0
,0

0
0

日
ス

ポ
協

等
受

取
交

付
金

3
9
0
,0

0
0

3
9
0
,0

0
0

3
9
0
,0

0
0

0

⑤
受

取
寄

附
金

〔
1
8
,9

6
6
,0

0
0

〕
〔

0
〕

〔
4
4
4
,0

0
0

〕
〔

1
9
,4

1
0
,0

0
0

〕
〔

3
0
,3

2
3
,0

0
0

〕
〔

△
 1

0
,9

1
3
,0

0
0

〕

ケ
．

受
取

寄
付

金
(

1
8
,9

6
6
,0

0
0

）
（

0
）

（
4
4
4
,0

0
0

）
（

1
9
,4

1
0
,0

0
0

）
(

3
0
,3

2
3
,0

0
0

）
(

△
 1

0
,9

1
3
,0

0
0

）

大
口

受
取

寄
付

金
3
,0

0
0
,0

0
0

3
,0

0
0
,0

0
0

3
,0

0
0
,0

0
0

0

令
和

８
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

９
年

３
月

３
１

日
ま

で

正
味

財
産

増
減

計
算

書
総

括
表

　
（
損

益
ベ

ー
ス

）

公
益

目
的

事
業

会
計

収
益

事
業

等
会

計
科

目
ス

ポ
ー

ツ
振

興
事

業
自

動
販

売
機

等
運

営
事

業
法

人
会

計
合

計
前

年
度

増
減
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一
般

受
取

寄
付

金
1
4
0
,0

0
0

1
4
0
,0

0
0

2
0
0
,0

0
0

△
 6

0
,0

0
0

指
定

受
取

寄
付

金
1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

0

指
定

正
味

財
産

よ
り

振
替

額
1
5
,8

2
5
,0

0
0

4
4
4
,0

0
0

1
6
,2

6
9
,0

0
0

2
7
,1

2
2
,0

0
0

△
 1

0
,8

5
3
,0

0
0

⑥
ス

ポ
ー

ツ
振

興
運

営
受

取
協

力
金

〔
5
,1

3
6
,0

0
0

〕
〔

0
〕

〔
0

〕
〔

5
,1

3
6
,0

0
0

〕
〔

5
,8

2
0
,0

0
0

〕
〔

△
 6

8
4
,0

0
0

〕

コ
．

受
取

協
力

金
(

5
,1

3
6
,0

0
0

）
（

0
）

（
0

）
（

5
,1

3
6
,0

0
0

）
(

5
,8

2
0
,0

0
0

）
(

△
 6

8
4
,0

0
0

）

ス
ポ

ー
ツ

少
年

団
等

受
取

協
力

金
5
,1

3
6
,0

0
0

5
,1

3
6
,0

0
0

5
,8

2
0
,0

0
0

△
 6

8
4
,0

0
0

⑦
雑

収
益

〔
5
,3

3
7
,0

0
0

〕
〔

2
4
8
,0

0
0

〕
〔

1
5
0
,0

0
0

〕
〔

5
,7

3
5
,0

0
0

〕
〔

4
,6

7
1
,0

0
0

〕
〔

1
,0

6
4
,0

0
0

〕

サ
．

雑
収

益
(

5
,3

3
7
,0

0
0

）
（

2
4
8
,0

0
0

）
（

1
5
0
,0

0
0

）
（

5
,7

3
5
,0

0
0

）
(

4
,6

7
1
,0

0
0

）
(

1
,0

6
4
,0

0
0

）

雑
収

益
1
,6

2
0
,0

0
0

1
5
0
,0

0
0

1
,7

7
0
,0

0
0

1
,4

4
7
,0

0
0

3
2
3
,0

0
0

電
気

料
収

益
3
,5

0
2
,0

0
0

2
4
8
,0

0
0

3
,7

5
0
,0

0
0

3
,0

0
9
,0

0
0

7
4
1
,0

0
0

広
告

料
収

益
2
1
5
,0

0
0

2
1
5
,0

0
0

2
1
5
,0

0
0

0

経
　

常
　

収
　

益
　

計
4
4
2
,4

0
7
,0

0
0

1
,8

3
0
,0

0
0

1
1
,2

8
1
,0

0
0

4
5
5
,5

1
8
,0

0
0

4
0
4
,4

8
2
,0

0
0

5
1
,0

3
6
,0

0
0

　
（
２

）
経

常
費

用

①
事

業
費

〔
4
4
2
,4

4
7
,0

0
0

〕
〔

1
,7

0
3
,0

0
0

〕
〔

0
〕

〔
4
4
4
,1

5
0
,0

0
0

〕
〔

3
9
2
,1

5
4
,0

0
0

〕
〔

5
1
,9

9
6
,0

0
0

〕

ア
．

県
民

ス
ポ

ー
ツ

大
会

事
業

費
1
9
,9

0
5
,0

0
0

1
9
,9

0
5
,0

0
0

1
6
,7

4
3
,0

0
0

3
,1

6
2
,0

0
0

イ
．

九
州

ブ
ロ

ッ
ク

大
会

派
遣

委
託

事
業

費
9
5
,0

8
0
,0

0
0

9
5
,0

8
0
,0

0
0

8
3
,2

8
9
,0

0
0

1
1
,7

9
1
,0

0
0

ウ
．

国
民

ス
ポ

ー
ツ

大
会

派
遣

委
託

事
業

費
1
1
1
,4

0
0
,0

0
0

1
1
1
,4

0
0
,0

0
0

7
2
,8

5
5
,0

0
0

3
8
,5

4
5
,0

0
0

エ
．

競
技

力
向

上
対

策
事

業
費

7
2
,1

7
4
,0

0
0

7
2
,1

7
4
,0

0
0

7
3
,3

3
8
,0

0
0

△
 1

,1
6
4
,0

0
0

オ
．

ス
ポ

ー
ツ

デ
ジ

タ
ル

ツ
ー

ル
活

用
促

進
事

業
費

5
,0

0
0
,0

0
0

5
,0

0
0
,0

0
0

5
,0

0
0
,0

0
0

0

カ
．

ス
ポ

ー
ツ

少
年

団
育

成
事

業
費

1
6
,1

5
3
,0

0
0

1
6
,1

5
3
,0

0
0

1
6
,5

5
4
,0

0
0

△
 4

0
1
,0

0
0

キ
．

離
島

派
遣

費
補

助
事

業
費

5
0
0
,0

0
0

5
0
0
,0

0
0

3
,0

0
0
,0

0
0

△
 2

,5
0
0
,0

0
0

ク
．

ス
ポ

ー
ツ

振
興

事
業

費
9
,4

4
5
,0

0
0

9
,4

4
5
,0

0
0

9
,0

8
3
,0

0
0

3
6
2
,0

0
0

ケ
．

日
ス

ポ
協

委
託

等
事

業
費

1
,0

8
0
,0

0
0

1
,0

8
0
,0

0
0

1
,9

3
2
,0

0
0

△
 8

5
2
,0

0
0

コ
．

ス
ポ

ー
ツ

医
・
科

学
研

究
事

業
費

5
,6

2
9
,0

0
0

5
,6

2
9
,0

0
0

5
,2

7
8
,0

0
0

3
5
1
,0

0
0

サ
．

広
報

活
動

費
1
,1

1
0
,0

0
0

1
,1

1
0
,0

0
0

1
,1

1
0
,0

0
0

0

シ
．

県
ス

ポ
ー

ツ
レ

ク
リ

エ
ー

シ
ョ
ン

祭
事

業
費

3
,0

1
8
,0

0
0

3
,0

1
8
,0

0
0

3
,1

5
0
,0

0
0

△
 1

3
2
,0

0
0

ス
．

募
金

事
業

費
1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

0

セ
．

広
域

ス
ポ

ー
ツ

セ
ン

タ
ー

事
業

費
1
,9

8
6
,0

0
0

1
,9

8
6
,0

0
0

2
,0

6
4
,0

0
0

△
 7

8
,0

0
0

ソ
．

総
合

型
地

域
ス

ポ
ー

ツ
ク

ラ
ブ

登
録

認
証

制
度

事
業

費
2
,5

5
6
,0

0
0

2
,5

5
6
,0

0
0

2
,1

1
8
,0

0
0

4
3
8
,0

0
0

タ
．

ス
ポ

ー
ツ

コ
ミ

ッ
シ

ョ
ン

沖
縄

体
制

整
備

事
業

費
3
0
,0

1
5
,0

0
0

3
0
,0

1
5
,0

0
0

3
0
,0

0
0
,0

0
0

1
5
,0

0
0

チ
．

コ
ン

ベ
ン

シ
ョ
ン

振
興

対
策

事
業

費
2
,9

7
6
,0

0
0

2
,9

7
6
,0

0
0

2
,9

7
6
,0

0
0

0

ツ
．

ス
ポ

ー
ツ

安
全

保
険

業
務

委
託

事
業

費
0

0
3
,6

4
3
,0

0
0

△
 3

,6
4
3
,0

0
0

テ
．

ス
ポ

ー
ツ

コ
ミ

ッ
シ

ョ
ン

事
業

多
角

化
推

進
事

業
費

0
0

8
,2

1
9
,0

0
0

△
 8

,2
1
9
,0

0
0

ト
．

人
件

費
1
6
,4

5
5
,0

0
0

1
6
,4

5
5
,0

0
0

1
4
,1

3
0
,0

0
0

2
,3

2
5
,0

0
0

ナ
．

会
館

管
理

運
営

事
業

費
3
9
,0

6
1
,0

0
0

3
9
,0

6
1
,0

0
0

3
2
,4

2
6
,0

0
0

6
,6

3
5
,0

0
0

ニ
．

公
課

費
7
,5

0
0
,0

0
0

7
,5

0
0
,0

0
0

3
,4

6
8
,0

0
0

4
,0

3
2
,0

0
0

ヌ
．

減
価

償
却

費
1
,2

1
2
,0

0
0

1
,2

1
2
,0

0
0

1
,2

1
2
,0

0
0

0

給
与

手
当

1
,2

2
7
,0

0
0

1
,2

2
7
,0

0
0

0
1
,2

2
7
,0

0
0

福
利

厚
生

費
1
9
5
,0

0
0

1
9
5
,0

0
0

0
1
9
5
,0

0
0
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需
用

費
2
5
8
,0

0
0

2
5
8
,0

0
0

3
5
1
,0

0
0

△
 9

3
,0

0
0

役
務

費
2
0
,0

0
0

2
0
,0

0
0

2
0
,0

0
0

0

使
用

料
及

び
賃

借
料

3
,0

0
0

3
,0

0
0

3
,0

0
0

0

②
管

理
費

〔
1
2
,4

2
2
,0

0
0

〕
〔

1
2
,4

2
2
,0

0
0

〕
〔

1
2
,4

6
7
,0

0
0

〕
〔

△
 4

5
,0

0
0

〕

役
員

報
酬

8
6
9
,0

0
0

8
6
9
,0

0
0

8
7
1
,0

0
0

△
 2

,0
0
0

給
与

手
当

1
,9

8
3
,0

0
0

1
,9

8
3
,0

0
0

2
,9

0
5
,0

0
0

△
 9

2
2
,0

0
0

賃
金

6
9
3
,0

0
0

6
9
3
,0

0
0

6
1
3
,0

0
0

8
0
,0

0
0

退
職

給
付

費
用

3
,1

2
3
,0

0
0

3
,1

2
3
,0

0
0

2
,6

8
4
,0

0
0

4
3
9
,0

0
0

福
利

厚
生

費
1
,0

7
5
,0

0
0

1
,0

7
5
,0

0
0

1
,1

1
5
,0

0
0

△
 4

0
,0

0
0

退
職

手
当

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

0

旅
費

7
4
1
,0

0
0

7
4
1
,0

0
0

6
5
4
,0

0
0

8
7
,0

0
0

需
用

費
1
,0

4
0
,0

0
0

1
,0

4
0
,0

0
0

1
,0

4
0
,0

0
0

0

役
務

費
1
,1

0
1
,0

0
0

1
,1

0
1
,0

0
0

1
,2

2
9
,0

0
0

△
 1

2
8
,0

0
0

使
用

料
及

び
賃

借
料

7
2
4
,0

0
0

7
2
4
,0

0
0

3
4
0
,0

0
0

3
8
4
,0

0
0

備
品

購
入

費
1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

0

渉
外

費
1
7
0
,0

0
0

1
7
0
,0

0
0

1
7
0
,0

0
0

0

諸
謝

金
2
0
,0

0
0

2
0
,0

0
0

2
0
,0

0
0

0

公
課

費
1
2
8
,0

0
0

1
2
8
,0

0
0

1
2
6
,0

0
0

2
,0

0
0

負
担

金
2
1
8
,0

0
0

2
1
8
,0

0
0

1
6
3
,0

0
0

5
5
,0

0
0

雑
費

5
,0

0
0

5
,0

0
0

5
,0

0
0

0

減
価

償
却

費
5
3
0
,0

0
0

5
3
0
,0

0
0

5
3
0
,0

0
0

0

経
　

常
　

費
　

用
　

計
4
4
2
,4

4
7
,0

0
0

1
,7

0
3
,0

0
0

1
2
,4

2
2
,0

0
0

4
5
6
,5

7
2
,0

0
0

4
0
4
,6

2
1
,0

0
0

5
1
,9

5
1
,0

0
0

当
　

期
　

経
　

常
　

増
　

減
　

額
△

 4
0
,0

0
0

1
2
7
,0

0
0

△
 1

,1
4
1
,0

0
0

△
 1

,0
5
4
,0

0
0

△
 1

3
9
,0

0
0

△
 9

1
5
,0

0
0

　
2
．

経
常

外
増

減
の

部

　
（
１

）
経

常
外

収
益

経
　

常
　

外
　

収
　

益
　

計
0

0
0

0
0

0

　
（
２

）
経

常
外

費
用

経
　

常
　

外
　

費
　

用
　

計
0

0
0

0
0

0

当
期

経
常

外
増

減
額

0
0

0
0

0
0

他
会

計
振

替
額

3
9
,6

8
6

△
 3

9
,6

8
6

0
0

0
0

当
期

一
般

正
味

財
産

増
減

額
△

 3
1
4

8
7
,3

1
4

△
 1

,1
4
1
,0

0
0

△
 1

,0
5
4
,0

0
0

△
 1

3
9
,0

0
0

△
 9

1
5
,0

0
0

一
般

正
味

財
産

期
首

残
高

△
 7

,1
3
0
,1

5
4

9
,6

6
4
,1

3
9

6
9
,2

6
7
,1

8
0

7
1
,8

0
1
,1

6
5

2
5
,0

3
6
,3

1
4

4
6
,7

6
4
,8

5
1

一
般

正
味

財
産

期
末

残
高

△
 7

,1
3
0
,4

6
8

9
,7

5
1
,4

5
3

6
8
,1

2
6
,1

8
0

7
0
,7

4
7
,1

6
5

2
4
,8

9
7
,3

1
4

4
5
,8

4
9
,8

5
1

Ⅱ
指

定
正

味
財

産
増

減
の

部

一
般

正
味

財
産

へ
の

振
替

額
△

 1
5
,8

2
5
,0

0
0

0
△

 4
4
4
,0

0
0

△
 1

6
,2

6
9
,0

0
0

△
 2

7
,1

2
2
,0

0
0

1
0
,8

5
3
,0

0
0

当
期

指
定

正
味

財
産

増
減

額
△

 1
5
,8

2
5
,0

0
0

0
△

 4
4
4
,0

0
0

△
 1

6
,2

6
9
,0

0
0

△
 2

7
,1

2
2
,0

0
0

1
0
,8

5
3
,0

0
0

指
定

正
味

財
産

期
首

残
高

7
1
8
,6

5
9
,4

5
5

0
2
4
,9

9
4
,0

1
0

7
4
3
,6

5
3
,4

6
5

7
8
2
,6

6
7
,6

0
1

△
 3

9
,0

1
4
,1

3
6

指
定

正
味

財
産

期
末

残
高

7
0
2
,8

3
4
,4

5
5

0
2
4
,5

5
0
,0

1
0

7
2
7
,3

8
4
,4

6
5

7
5
5
,5

4
5
,6

0
1

△
 2

8
,1

6
1
,1

3
6

Ⅲ
正

味
財

産
期

末
残

高
6
9
5
,7

0
3
,9

8
7

9
,7

5
1
,4

5
3

9
2
,6

7
6
,1

9
0

7
9
8
,1

3
1
,6

3
0

7
8
0
,4

4
2
,9

1
5

1
7
,6

8
8
,7

1
5
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沖縄県功労者表彰

沖縄県スポーツ協会表彰〔国スポ入賞者表彰〕

沖縄県スポーツ協会表彰

公認スポーツ指導者等表彰

春の叙勲・褒章

西日本スポーツ賞

秋の叙勲・褒章

※

ミズノスポーツメントール賞 10月下旬

沖縄県スポーツ協会表彰〔功労賞〕 〃 本会・加盟団体会長を10年以上、または

加盟団体役員20年以上の実績を有する者

11月下旬

【 県 外 】

15年以上の継続の公認の有資格者

日本スポーツグランプリ １月上旬 70歳以上、50年以上スポーツ実践者

１月下旬 スポーツ団体で長年の役員歴

詳細については、沖縄県スポーツ協会Webサイトにその都度掲載いた

しますので、カテゴリーの顕彰事業をご確認下さい。

≪ 表 彰 名 ≫ ≪募集期日≫ ≪ 推 薦 基 準 等 ≫

永年に地域スポーツの普及振興貢献者

６月上旬 スポーツ団体で長年の役員歴

２月下旬 継続10年以上地域等でスポーツ普及に尽力生涯スポーツ功労者〔功労者〕

　　　〃　　　　〔優良団体〕 設立5年以上・10人以上で地域貢献の団体〃

９月下旬 西日本スポーツ界で優れた成績を収めた者

表彰関係について

【 県 内 】

沖縄県出身者・在住者　７０歳以上５月上旬

11月下旬 当該年度にスポーツの振興に寄与

優秀な成績を収めた、選手,チーム,指導者

≪ 表 彰 名 ≫ ≪募集期日≫ ≪ 推 薦 基 準 等 ≫

生涯スポーツ功労者〔功労者〕 ９月下旬 継続10年以上地域等でスポーツ普及に尽力

　　　〃　　　　〔優良団体〕 〃 設立5年以上・10人以上で地域貢献の団体
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公益財団法人沖縄県スポーツ協会 表彰規程 

 
（趣 旨） 
第１条 この規程は、公益財団法人沖縄県スポーツ協会（以下「本会」という。）定款第４条第６号に基づき、沖

縄県のスポーツの発展に 貢献し、その功績が顕著で推奨に値するものの表彰について必要な事項を定める。 
 
（表彰の種類と対象） 
第２条 表彰の種類と対象は次のとおりとする。但し公認スポーツ指導者等の表彰は別に定める。 
（１）スポーツ功労賞 
   永年にわたり沖縄県スポーツ界の発展に尽力し、その功績が顕著で推奨に値する業績があった者。 
（２）感謝状 
   本県のスポーツの振興に貢献し、その功績が高く評価される個人及び団体。 
（３）国民スポーツ大会賞（正式競技） 
   国民スポーツ大会において、優秀な成績を収めた個人、チーム、監督及び競技団体。 

① 沖縄県知事賞・沖縄県知事特別賞 
    国民スポーツ大会において極めて優秀な成績を収めた個人、チーム及び競技団体。 

② 優秀競技者賞 
 国民スポーツ大会において優秀な成績を収めた個人及びチーム。 

③ 優秀監督賞 
  国民スポーツ大会において、極めて優秀な成績を収めた個人及びチームの監督。 

（４）最優秀競技者賞 
   当該年において最も優秀な成績を収めた者。 
（５）優秀競技者賞 
   各種競技会（国民スポーツ大会特別競技及び公開競技含む）において、優秀な成績を収めた者及びチーム。 
（６）優秀指導者賞 

競技者の発掘育成及び技術指導に携わり優秀な競技者の育成に尽力し、その功績が顕著で推奨に値する業

績があった者。 
 
（表彰を行う者） 
第３条 表彰は、公益財団法人沖縄県スポーツ協会会長（以下「会長」という。）が行う。ただし、第２条（３）

の①の沖縄県知事賞・沖縄県知事特別賞については、沖縄県知事が行う。 
 
（表彰の方法） 
第４条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行う。表彰状及び感謝状には副賞として記念品を添えることがで

きる。 
 
（表彰の対象期間） 
第５条 第２条の（３）から（６）の表彰の対象期間は、毎年１月１日から12月31日とする。 
 
（表彰の期日） 
第６条 表彰の期日は、次のとおりとする。 
2 第２条の（１）、（４）、（５）、（６）については、翌年の本会が主催する行事等と関連して行う。 
3 第２条の（２）については、理事長が必要と認める場合に随時行う。 
4 第２条の（３）については、国民スポーツ大会後に行う。 
 
（表彰者の推薦） 
第７条 本会加盟団体会長は、第２条各号（ただし、（３）の国民スポーツ大会賞は除く。）の一に該当する者及

びチームがあると認められるときは、これを本会理事長に推薦することができる。 
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（推薦期日及び様式） 
第８条 推薦期日は、本会理事長が指定する期日までに所定の様式により行う。 
 
（審査部会） 
第９条 本会に表彰審査部会（以下「審査部会」という。）を置く。 
２ 審査部会は、部会長及び審査員で組織する。 
３ 部会長は、副会長（理事長が指定する）を充てる。 
４ 審査員は、専務理事、常務理事（総務委員２名、指導者育成委員１名、競技力向上対策委員１名）を充てる。 
 
（審査部会の運営） 
第 10 条 部会長は、会務を総理し、審査部会を代表する。部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名

した審査員がその職務を代理する。 
２ 部会長は、審査の結果を理事長に報告し決裁を受けるものとする。 
 
（表彰名簿） 
第11条 事務局長は、表彰を受けた者について受賞者名簿に記載するものとする。 
 
（補  則） 
第12条 この規程に定めるもののほか、表彰に関して必要な事項は別に定める。 
 

附 則 
１ この規程は、昭和３５年１２月１７日から施行し、昭和３５年１１月２９日から適用する。 
２ この規程は、昭和４２年 ６月２１日から施行する。 
３ この規程は、昭和５０年 ５月１５日から施行する。 
４ この規程は、昭和６０年１０月 ９日から施行する。 
５ この規程は、昭和６３年 ９月１３日から施行する。 
６ この規程は、平成 元年 ７月１８日から施行する。 
〔財団法人沖縄県体育協会優良スポーツ団体表彰要項（昭和３１年９月２０日付）は廃止する。〕 

７ この規程は、平成１０年 ３月２０日から施行する。 
８ この規程は、平成１２年 ４月 １日から施行する。 
９ この規程は、平成１２年 ８月 ８日から施行し、知事賞、知事特別賞をおく。 
10 この規程は、平成１４年 ３月２２日から施行する。 
11 この規程は、公益財団法人沖縄県体育協会の設立の登記の日から施行する。 
12 この規程は、平成２９年 ４月 １日から施行する。 
13 この規程は、令和 ２年 ４月 １日から施行する。 
14 この規程は、令和 ６年 ６月１９日から施行する。 
15 この規程は、令和 ８年 ４月 １日から施行する。 
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公益財団法人沖縄県スポーツ協会 表彰規程細則 

 
（趣 旨） 
第１条 この細則は、公益財団法人沖縄県スポーツ協会（以下「本会」という。）公益財団法人沖縄県スポーツ協

会表彰規程（以下「規程」という。）第12条の規定により審査基準及び選考基準に関して必要な事項を定める。 
 
（審査基準） 
第2条 表彰の審査は、次の各項の基準に基づいて行う。 
（１）スポーツ功労賞：次の各号の一に該当するもの。 
  ① 本会役員（理事長、副会長、理事）及び加盟団体において役員（会長、副会長、理事）として 20 年以

上の実績を有し、年齢が満55歳以上であること。 
  ② 本会の理事長職及び加盟団体の会長職を10年以上歴任し、その業績が推薦に値すると認められ、満55

歳以上であること。 
（２）感謝状：次の各号の一に該当する者及び団体。 
  ① 本県のスポーツ振興のための助成事業等で顕著な実績のあった者及び団体。 
  ② その他本会理事長が必要と認め推薦された者。 
（３）国民スポーツ大会賞（正式競技）：次の各号の一に該当する者及びチーム。 
  ① 沖縄県知事特別賞 
   国民スポーツ大会において、同一競技で３年以上連続して優勝した者、チーム及び競技団体、または競技

別総合成績（天皇杯・皇后杯）において３年以上連続して総合優勝した競技団体。 
  ② 沖縄県知事賞 
   国民スポーツ大会において、種目別に優勝した者及びチーム、または競技別総合成績（天皇杯・皇后杯）

において総合優勝した競技団体。 
  ③ 優秀競技者賞 
   国民スポーツ大会において、８位以内に入賞した者及びチーム。 
  ④ 優秀監督賞 
   国民スポーツ大会において、種目別に優勝した個人及びチームの監督。 
（４）最優秀競技者賞：細則の（３）②及び（５）の中から最も優秀な成績を収めた者又はチーム。 
（５）優秀競技者・チーム賞：国民スポーツ大会正式競技を除く次の各号の一に該当する者及びチーム。 
  ① オリンピック・世界選手権大会に日本代表として出場した者。 

② 全国規模の大会で優勝した者及びチーム（国民スポーツ大会特別競技及び公開競技含む）。 
  ③ その他（上記①以外）の国際競技大会に日本代表として参加し３位以内に入賞した者及びチーム。 
（６）優秀指導者賞 

競技者に対し、２年を超える指導歴を有して育成した選手又はチームが第２条の（３）の①及び②、（４）、

（５）の成績を収めた指導者。ただし、中学生及び高等学校生の指導者については、1 年を超える指導歴と

することができる。 
（７）前各号に規定するものは、何れも本会加盟団体に登録されている者及び本県のスポーツの振興に貢献した

者 
 
（選考基準） 
第3条 選考の実施については、次の事項を適用する。 
（１）スポーツ功労賞は一回限りとする。 
（２）国民スポーツ大会賞の各賞について重複授与はしない。 
（３）優秀競技者・チーム賞、最優秀競技者賞は、児童、シニア、マスターズ等を除く。 
（４）陸上競技・水泳競技のリレー種目及びペア競技種目等は個人競技とみなす。 
（５）全国規模の大会とは、日本スポーツ協会加盟団体及び全国を統括する学校体育団体が主催する全国大会、

実業団大会、社会人大会を含む。 
（６）選手権大会に年齢別を設けるものは対象としない。（ただし、国際競技大会は、その限りでない。） 
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（７）生涯体育の一環とみなす全国大会は対象としない。 
（８） その他の国際競技大会とは、ジュニア世界選手権大会、アジア大会、ユニバシアード大会、ヨーロッパ選

手権大会等の大会。 
（９）国際競技大会で、親善や強化を目的とした大会及び遠征等の国際交流大会は対象としない。 
 

附 則 
１ この細則は、昭和３５年１２月１７日から施行する。 
２ この細則は、平成 元年 ７月１８日から施行する。 
３ この細則は、平成１０年 ３月２０日から施行する。 
４ この細則は、平成１２年 ４月 １日から施行する。 
５ この細則は、平成１２年 ８月 ８日から施行する。（知事賞、知事特別賞をおく。） 
６ この細則は、平成１４年 ３月２２日から施行する。 
７ この細則は、平成１９年 １月３０日から施行する。（受賞対象の見直し。） 
８ この細則は、平成２２年１０月２１日から施行する。（優秀指導者賞、指導歴の見直し。） 
９ この細則は、公益財団法人沖縄県体育協会の設立の登記の日から施行する。 
10 この細則は、平成２９年 ４月 １日から施行する。 
11 この細則は、令和 ２年 ４月 １日から施行する。 
12 この細則は、令和 ６年 ６月１９日から施行する。 
13 この細則は、令和 ８年 ４月 １日から施行する。 
 
 
選 考 基 準 
１．最優秀競技者賞は、原則として個人又はチームの中から「ひとつ」とする。 

 ２．（４）のペア競技等とは、ボート・カヌー・なぎなた演技等をいう。 

 ３．（６）の「国際競技大会はその限りでない」とは、Ｕ１９、Ｕ２０、等の年齢の上限を設けた、サッカー・ 

  ハンドボール等の国際競技大会をいう。 
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①事業の実施依頼 

③設置先リスト申請 

⑤販売手数料支払 

（半年毎１本あたり１０円） 

④設置先と日程調整後に設置 

⑤販売手数料支払い 

②
設
置
先
の
開
発 

④設置先の確認・決定 

自動販売機調整 

Sports for All 推進費付き自動販売機 

設置のご協力 

 

 本県スポーツの普及と振興、競技力向上対策事業等の充実を図るため、日本スポーツ協会

オフィシャルパートナーである大塚製薬株式会社と協力し、『Sports for All 推進費付き自

動販売機設置事業』を実施してきましたが、令和元年 10 月１日より日本スポーツ協会が契

約から外れ、代わりに本県スポーツ協会が契約に入ることにより、『Sports for All 推進費

付き自動販売機設置事業』は引き続き継続されております。 

この自動販売機を県内に設置することで、売上げの一部が沖縄県のスポーツ振興に役立て

られます。 

是非、沖縄県のスポーツ振興とスポーツ環境整備のためにご協力を賜りますようお願い致

します。 

また推進費付き自動販売機をご利用戴くことでも振興に貢献できますので、Sports for 

All 推進費付き自動販売機を見かけましたら、積極的にご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※オペレーターからの手数料については、毎月 1本あたり 10 円で振り込まれる。 

※販売の明細についても、オペレーターから毎月報告が通知される。 

※設置にあたり大塚ウエルネス、沖スポ協、オペレーター、設置先の 4者契約を締結する。 

大塚ウエルネス 

ベンディング 
沖縄県スポーツ協会 

設 置 先 

（ロケーション） 

スポーツ施設や文化施設、 

学校や野外施設など集客の

ある場所 

自 販 機 業 者 

（オペレーター） 

自 動 販 売 機 設 置 ま で の 流 れ 
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沖 縄 県 民 ス ポ ー ツ 大 会 実 施 要 項 
 
 
１．趣    旨   大会は、広く県民の間にスポーツを普及し、アマチュアリズムとスポーツ精神を 
          高揚して県民の健康増進と体力の向上を図り、併せて本県スポーツの振興と文化の 
          発展に寄与するとともに、県民生活を明るく豊かにしようとするものである。 
 
２．主    催  沖縄県、沖縄県教育委員会、公益財団法人沖縄県スポーツ協会 

開催地の市町村及び教育委員会 
          
３．主    管  関係競技団体、開催地体育・スポーツ協会 
 
４．大会開催の時期、実施競技及び種別 

(１)  夏季大会：６月～１１月 
秋季大会：１１月第４土～日 
冬季大会：１１月～１月 

(２)   実施競技は、次のとおりとする。 
競技名 
季別 

採 点 競 技 非 採 点 競 技 

夏 季 
大 会 

 
水泳、ローイング（ボート） 、セーリング、

カヌー 
 
 
秋 季 
大 会 

 

陸上競技、サッカー（男子）、テニス、 
バレーボール、バスケットボール 
ウエイトリフティング、ハンドボール 
ソフトテニス、卓球、軟式野球、相撲、柔道

ソフトボール、バドミントン、剣道 
ラグビーフットボール、ボウリング 
空手道、ゴルフ 

ボクシング、体操、ホッケー、レスリング 
自転車、馬術、フェンシング、弓道、ライフル

射撃、アーチェリー、柔剣道、なぎなた 
山岳・スポーツクライミング、パワーリフティ

ング、ゲートボール、武術太極拳、ダンススポ

ーツ、グラウンド・ゴルフ、トライアスロン 
ペタンク、サッカー（女子） 

冬 季 
大 会 

 
アイスホッケー、スキー、スケート 

(３)  競技種別は、成年男子種別および同女子種別の２種別とする。 
ただし、陸上競技は壮年を加えて３種別とする。 

(４)  非採点競技のうち、高校生および中学生の種別は各競技団体に一任する。 
 
５．開 催 地 区   (１)  大会を開催するには、全県を次の５地区に区分し原則として下記の順序による 
             ものとする。 
 

地 区 那 覇 中   部 北 部 南 部 先 島 

市 郡 
体 協 

那  覇  市 
浦  添  市 

中 頭 郡・うるま市 
沖 縄 市・宜野湾市 

国 頭 郡 
名 護 市 

島 尻 郡・糸 満 市 
豊見城市・南 城 市 

宮古島市 
八重山郡 

 
(２)   開催地区において、競技の実施が困難な場合は、他地区の会場で開催するこ 

             とが出来る。 
          (３)   開催地区の各市郡体育・スポーツ協会(以下「市郡スポ協」という。)は、協議

の上幹事市郡スポ協を決める。幹事市郡スポ協は、開催地区の市町村及び市郡

スポ協と協力して大会運営全般を統括する。 
(４)   大会の開催地区については、前年度の５月までに決定するものとする。 
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６．競 技 方 法   (１)   採点競技は、国頭郡、名護市、中頭郡、うるま市、沖縄市、宜野湾市 

             浦添市、那覇市、島尻郡、豊見城市、南城市、糸満市、宮古島市 

八重山郡(石垣市を含む)の１４市郡対抗競技とする。 

 

７．参加資格、所属市郡及び選手の年齢基準 

(１) 参加資格 

ア． 沖縄県民（外国籍含む）であること。ただし、県外に住所を有する者の参

加者は学生のみとする。 

イ． アマチュア競技者であること。 

ウ． 参加競技は１人１競技とし、選手及び監督の兼任は、同一種別内に限る。 

エ． 単一大学又は実質的に単一大学の学生によって構成される団体競技のチー

ムは参加できない。ただし、個人競技で当該競技団体が定めた適正な予選

方法により、結果として単一大学の者が選出された場合は、この限りでな

い。 

オ． 登録制については、各競技団体の規則により公認を必要条件としている競

技種目とする。 

(２) 所属市郡 

ア． 参加者は、本籍地、又は住民登録のいずれかを所属市郡として選択するこ

とができる。（居住地又は本籍地の二市郡の予選に参加することはできな

い。 ただし、本籍地が離島で、そこを所属市郡とした場合は、その離島

での予選  会に出場しなくてもよい） 

イ． 参加者は、当該年８月１日以前から本大会参加時まで、引き続き当該地に

居住していなければならない。 

(３) 選手の年齢基準 

    当該年の４月１日時において満１８才以上の者であること。 

 

８．成績決定方法 

  各競技の成績決定方法は、次のとおりとする。 

  (１)  各競技の第１位から第８位までの得点 

 

第１位（１０点）  第２位（ ８点）  第３位（ ７点） 

第４位（ ６点）  第５位（ ５点）  第６位（ ４点） 

第７位（ ３点）  第８位（ ２点） 

 

     ただし、同順位の場合は、その順位を当該市郡で共有し次の順位を欠位とする。 

     同時に、得点は次の順位の者を加え当該市郡で等分する。 

(２) 男女別に区分されている競技種別はそれぞれ（１）の方法にしたがって得点を与える。 

(３) 陸上競技については、成年男子、女子及び壮年の各種別に（１）の方法で決定する。  

     成年男子及び女子の２種別に分かれている競技についても同様とする。 

(４) 参加チームが８チームにみたない競技についても（１）～（３）の方法で決定する。 

(５) 第８位までに入賞できなかった市郡には、参加点として１点を与える。 

    ※市郡の総合得点が同点の場合は、上位の数の多い順で順位を決定する。 
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９．表    彰   (１) 優勝杯（海邦杯）は、男女総合成績の第１位及び女子総合成績第１位の市郡 

             にそれぞれ授与する。 

(２) 上記両総合成績の第１位から３位までの市郡に、それぞれ表彰状を授与する。 

(３) 上記両総合成績の第１位から３位以外の市郡で前年度より最も順位の上がっ 

た市郡に躍進賞を授与する。 

    ただし、２ランク以上上回った１市郡とし、順位のアップ数が同数の場合は 

総合成績上位の市郡とする。 

(４) 各競技の種別及び種目における第１位から第３位までの市郡及び個人に、そ 

れぞれ賞状を授与する。 

(５) 非採点競技については、第１位から第３位までの団体及び個人に賞状を授与 

   する。 

 
１０．採点競技参加申込先 

  各市郡スポーツ協会は参加申込書（県スポーツ協会所定の様式）を令和８年１０月１５日（木）までに

県スポーツ協会にメールで送付する。メールアドレス：（ jigyo03-okispo@athena.ocn.ne.jp ） 

 

１１．開・閉会式 

  （開会式） 日 時  令和８年１１月２８日（土）  ９：００ 

        場 所  エントリー宜野座ドーム（予定） 

  （閉会式） 日 時  令和８年１１月２９日（日）  １６：００ 

        場 所  かいぎんフィールド国頭（国頭陸上競技場） 

 

１２．個人情報及び肖像権の保護について 

(１) 個人情報保護の観点から、参加申込書に記載された個人情報については、本大会を

運営する目的以外には一切使用しないものとする。 

(２) 総合開閉会式及び各競技会場等において、県及び県スポーツ協会等が撮影した写真

や動画については、本人の承諾を得ることなく、県及び県スポーツ協会の広報番

組・広報誌・ホームページ等に掲載する場合がある。 

 

１３．その他 

(１) 本大会で発生した選手・役員・補助員の怪我等については、本大会加入傷害保険が

適用となる場合がある。怪我が発生した場合は事故発生から 20 日以内に本会へ事

故報告書（指定様式）を提出すること。なお県スポーツ協会への報告は本人ではな

く、以下の団体から行うこと。 

① 採点競技：市郡スポ協 

② 非採点競技：主管競技団体 

(２) 物損事故については、県スポーツ協会は責任を負わない。 

(３) 不慮の事故に備え、本人または主管の競技団体で別途スポーツ安全保険等へ加入す

ることを推奨する。 

 
≪この事業は、『公益財団法人スポーツ安全協会スポーツ普及奨励助成事業』の助成金を受けて実施しています≫  
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第７８回沖縄県民スポーツ大会 競技日程と会場一覧（予定） 

 令和 8年 4月 16日現在                                               

季 
別 

№ 競 技 名 日   程 会 場 地 会       場 

総 合 開 会 式 11月 28日 宜野座村 エントリー宜野座ドーム（予定） 

総 合 閉 会 式 11月 29日 国頭村 かいぎんフィールド国頭（国頭村陸上競技場） 

夏

４ 

１ 水 泳 6/21 那覇市 奥武山総合運動公園水泳プール 

２ ローイング(ボート) 10/18 大宜味村 塩屋湾特設ローイングコース 

３ セーリング 6/13・14 宜野湾市 宜野湾港マリーナ 

４ カヌー 11/8 糸満市 美々ビーチいとまん 

秋

季

大

会 
 
採

点

競

技 
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５ 陸上競技 11/28・29 国頭村 かいぎんフィールド国頭（国頭陸上競技場） 

６ サッカー（男子） 11/21・22 名護市 Enagicスタジアム名護（サッカー・ラグビー場） 

７ テニス 11/14・15 沖縄市 沖縄県総合運動公園テニスコート 

８ バレーボール 11/28・29 本部町 本部町民体育館 

９ バスケットボール 11/28・29 金武町 金武町立体育館・金武町立金中学校体育館（調整中） 

10 ウエイトリフティング 11/22 大宜味村 沖縄県立辺士名高校体育館 

11 ハンドボール 11/21・22 浦添市 
ANA アリーナ浦添・沖縄県立浦添高校または昭和薬科大付属

高校・中学校体育館 

12 ソフトテニス 11/28・29 名護市・今帰仁村 名護市営テニスコート・今帰仁村営テニスコート 

13 卓 球 11/21・22 宜野座村 バイトするならエントリー宜野座アリーナ 

14 軟式野球 11/28・29 
国頭村・金武町（予定） 

(C)会場調整中 

(A)かいぎんスタジアム国頭 (B)金武町ベースボールスタジ

アム（予定） (C)調整中 

15 相 撲 11/21 名護市 名護市営相撲場※改修の可能性あり 

16 柔 道 11/28 那覇市 沖縄県立武道館第3錬成道場 

17 ソフトボール 11/14・15 読谷村 ゆんたんざソフトボール場・読谷村運動広場 

18 バドミントン 11/21・22 名護市 国立沖縄工業高等専門学校 

19 剣 道 11/22 名護市 名護市立名護中学校 

20 ラグビーフットボール 
9/12・13・20 
予備日10/20 

名護市・沖縄市 Enagicスタジアム名護・予備日/沖縄県総合運動公園蹴球場 

21 ボウリング 11/14・15 名護市 名桜ボウル 

22 空手道 11/28 名護市 沖縄県立北部農林高校 

23 ゴルフ 10/29 糸満市 パームヒルズゴルフリゾートクラブ 

非

採

点

競

技 
 
 
 
 
 
20 

24 体 操 11/28・29 沖縄市 沖縄県総合運動公園体育館 メインアリーナ 

25 ホッケー 11/22 今帰仁村 沖縄県立北山高校グラウンド 

26 レスリング 11/7 南風原町 沖縄県立南風原高校 武道場 

27 自転車 11/28・29 北中城村・金武町 
沖縄県総合運動公園 自転車競技場 
金武町サンライズビーチ特設コース 

28 馬 術 11/21・11/22 大宜味村 みちくさ牧場 

29 フェンシング 11/22 沖縄市 沖縄県総合運動公園 サブアリーナ 

30 弓 道 11/28・29 那覇市 沖縄県立奥武山公園弓道場 

31 ライフル射撃 11/21・22 南城市 沖縄県ライフル射撃場 

32 アーチェリー 11/7・11/8 浦添市 沖縄県立鏡が丘特別支援学校 アーチェリー場 

33 銃剣道 11/28 八重瀬町 陸上自衛隊八重瀬分屯地体育館 

34 なぎなた 9/20 那覇市 沖縄県立武道館 第2錬成道場 

35 
山岳・ 
スポーツクライミング 

11/21 
11/23・29 

大宜味村・那覇市・ 

その他県内（調整中） 
大宜味村塩屋富士 
沖縄県立武道館クライミング施設（リード壁、ボルダー壁） 

36 パワーリフティング 10/4・11/15 那覇市 沖縄県立武道館トレーニング室 

37 ゲートボール 11/22 うるま市 うるま市具志川ゲートボール場 

38 武術太極拳 11/14 那覇市 那覇市民体育館 サブアリーナ 

39 ダンススポーツ 6/21 南風原町 南風原町立中央公民館 黄金ホール 

40 グラウンド・ゴルフ 10/28 南風原町 南風原町黄金森陸上競技場 

41 トライアスロン 6/7 うるま市 うるま市海中ロードパーク 

42 ペタンク 11/21 浦添市 浦添ふ頭南緑地 

43 サッカー（女子） 11/14・15 名護市 Enagicスタジアム名護（サッカー・ラグビー場） 

冬

２ 

44 アイスホッケー 10/1～11/30 南風原町 エナジックスポーツワールド・サザンヒル アイスアリーナ 

45 スキー 調整中 長野県 信州菅平高原パインビークスキー場 26



R7.4 

沖縄県民スポーツ大会における結果報告等の対応について 

 

１．結果報告対応等について 

沖 縄 県 ス ポ ー ツ 協 会：競技団体からの結果を集計し総合成績表、得点表の作成。 

大会終了後に総合成績表・得点表をマスコミあて通知。 

競 技 団 体 (採 点 競 技 )：競技結果は『期日・競技名・市郡名・点数等』の詳細を記

入し、競技写真と併せて沖縄県スポーツ協会及びマスコミ

の両団体あて速やかに通知。 

競技団体 (非採点競技)：競技結果は競技写真と併せてマスコミへ通知。沖縄県スポ

ーツ協会へは報告書提出の際に報告。 

 市郡体育・スポーツ協会：選手及び関係者からの問い合わせ等に対応。  

 

２． 競技取材について 

マスコミが競技会場へ取材に伺うことがございますので、対応等よろしくお願いいた

します。なお、取材先の競技はマスコミにて選定いただき巡察しております。 

 

３． 留意事項 

⑴ マスコミからの要望もあり、マスコミへの各競技結果報告は競技団体からの提出を

もって、マスコミの方で掲載の判断がなされます。競技結果には期日、競技名、市

郡名、点数等詳細を記入お願いいたします。 

⑵ 採点競技は競技終了後速やかに報告をお願いします。  

  

４． マスコミ連絡先 

⑴ 琉球新報（運動部） 

TEL:098-865-5165 FAX:098-861-3980 

Mail(代表)：undou@ryukyushimpo.co.jp 

⑵ 沖縄タイムス（運動部） 

TEL:098-860-3554 FAX: 098-860-3485 

Mail（代表）：sports@okinawatimes.co.jp 
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ス ポ ー ツ 少 年 団 と は 
 
 
１．創設の経緯 
  「一人でも多くの青少年にスポーツの喜びを!」 
  「スポーツをとおして青少年の体と心を育てる組織を地域社会に!」 
  を願い、財団法人日本スポーツ協会が昭和３７年に創設したものです。 
   ※『スポーツによる青少年の健全育成』 
   令和７年度登録は、２４，２１２団（前年度２４，９９７団）、６３７，１７４名   

（前年度６５８，２７９名）の団員・指導者及び役員・スタッフを要する日本で有数

の青少年団体です。 
   沖縄県では、昭和４１年９月５日の創設以来活動を続けており、令和７年度は登録

数５４４団（前年度５５９団）、１３，５９２名（前年度１３，９０８名）の団員・指

導者及び役員・スタッフがスポーツ・文化活動等を行なっております。 
 
２．青少年の体と心を育てる為には 
   小・中学校における子供たちは、体の成長と共に、脳の成長も著しく発達する、い

わゆる成長期の段階にあります。 
   スポーツ少年団は全国組織であり、優れた指導者や学者により、最新のより良い指

導方法について研究が進められております。 
   特に、子どものころに多くのスポーツと接することで、その子の運動能力を伸ばす

ことができる、といわれています。 
   そのために、スポーツ少年団では、ある特定のスポーツの他に、多くのスポーツを

させようということで、多種目の交流大会及びリーダーの養成を行なっています。 
 
３．より良い指導を行なうために 
   スポーツ少年団に加入すると、単位団を指導する指導者の２名以上が令和元（2019）

年度スポーツ少年団認定育成員・認定員登録者（スポーツコーチングリーダー（旧：

コーチングアシスタント）移行者）、またはスタートコーチ（ジュニア・ユース）養成

講習会を受講し、資格を有しなければなりません。 
   スポーツ少年団指導者養成講習会では、子どもの能力を安全により良く伸ばすため

の、青少年の生理学や心理学、組織活動の進め方等の基本的な事を必須課目において

おります。 
   また、年間４回発行される「スポーツジャパン」をとおして、全国・地域の情報及

び最新の指導方法等の情報を広く提供しております。 
 
４．スポーツ活動をより安心して行なうために 
   スポーツ指導者の一番の心配事は、子供たちのケガや事故、物の破損等です。スポ

ーツ少年団に加入すると、スポーツ安全保険に加入しなければいけません。スポーツ

安全保険は、団活動時のケガ等はもとより、その行き帰りの事故、物の破損等も補償

が行なわれます。※別紙参照 
 
５．スポーツ少年団の主な事業 
 ①競技別交流大会（県内） 
  ・軟式野球、サッカー、ミニバスケットボール、バレーボール、ソフトボール 
   剣 道、空手道、バドミントン、テニス 
    ※その他、エンジョイ！フェスティバル・九州ブロック競技別交流大会への派遣。 
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 ②リーダーの養成（県内） 
  ・ジュニア・リーダースクール（１泊２日）・・・・・小学校５年生から中学生を対象 
  ・スポーツ少年大会（２泊３日）・・・・・・・・・・小学校５年生    〃 

     ※その他、JAPAN GAMES JUNIOR & YOUTH・九州ブロックスポーツ少年大会及びシニア・

リーダースクールへの派遣。 
 ③指導者の養成（県内） 
  ・スタートコーチ（ジュニア・ユース）養成講習会（年３回） 
  ・指導者研修会 
 
６．スポーツ少年団に加入するためには 
   原則として、小学生以上の団員１０名以上と１８歳以上の「指導者」、「役員」または 

「スタッフ」の２名以上で構成し、２名以上の指導者が令和元（2019）年度スポーツ少年

団認定育成員・認定員登録者（スポーツコーチングリーダー（旧：コーチングアシスタント）

移行者）、またはスタートコーチ（ジュニア・ユース）保有者であること。 
 

① 登録受付期間 
    ・単位団→市町村：７月末日まで 

・市町村→県  ：８月末日まで 
・県→日本スポ少：９月末日まで 

       ※単位団から市町村への受付期間が過ぎていても、日本スポ少への登録が

締め切っていなければ、登録可能ですので問合せのうえ確認ください。 
   ②登録料（県段階） 
    ・団 員            ５００円（県：２００円、国：３００円） 
    ・指導者（市町村役職員含む）１，０００円（県：３００円、国：７００円） 
    ・団 旗（１本）      ２，２００円 ※新規登録団 
       ※市町村によって、登録料が異なることがあります。 
   ③スポーツ安全保険 

・中学生以下の団員（Ａ区分：８００円かＡＷ区分：１，４５０円）・指導者及び

高校生以上の団員（Ｂ区分：１，２００円かＣ区分：２，０００円） 
    ・保険期間は、毎年４月１日の午前０時に始まり、翌年の３月３１日に終わる。 
     （但し、４月１日以降の中途加入の場合は、加入手続きを完了した日の翌日午

前０時に始まり、その年度の３月３１日に終わる。） 
    ・令和５年度より保険への加入手続きはインターネット加入依頼システム「スポ

あんネット」のみでの加入受付となっておりますので留意願います。 
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令和８年度 

沖縄県スポーツ少年団基本方針 

 
 

１．方  針 

本県スポーツ少年団の育成・強化を図るため、市町村スポーツ少年団組織の 

確立と指導者・リーダーの養成・確保と資質の向上に努める。 

また、広くスポーツ少年団への加入促進を図り、スポーツ活動を奨励し、  

心身ともに健全な青少年の育成に資する。 

  さらに、他の青少年団体との連携を密にし、青少年の健全育成に寄与すると 

ともに、各種事業等の充実を図る。 

 

 

２．重点目標 

（１）県・市町村、競技団体等関係機関との連携を密にし、団員１万５千人を

目指した加入促進とスポーツ少年団の普及・発展を図る。 

 

（２）市町村スポーツ少年団の組織化と指導体制の確立を図り、未設置市町村

の解消を目指す。 

 

（３）公認スタートコーチ（ジュニア・ユース）資格取得の促進を図る。 

 

（４）リーダー会活動の充実を図り、広域における指導者及びリーダーを育成

する。 

 

（５）スポーツの指導における暴言・暴力・ハラスメント等の根絶を目指す。 

 

（６）指導者・リーダーとの連携を図り、九州ブロックスポーツ少年団剣道交

流大会の成功に向けた活動を行う。 

 

（７）団員の成長に合わせた、運動、食事、休養及び睡眠のバランス、適度な

練習時間・練習内容を心掛け、団員の健全育成を目指す。 
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令和８年度沖縄県スポーツ少年団年間事業計画 
月 日（曜） 県 内 事 業 名 場  所 日（曜） 全国・九州ブロック事業名 場 所 

４ 

１（水） 

１０（金） 

スポーツ少年団登録開始 

市町村スポーツ少年団事務担当者会議 

単位団→市町村 

県スポ協会議室A・B 

１６～１７ 

２２（水） 

第１回九ブロスポ少連絡協議会 

都道府県スポーツ少年団事務担当者会議  

大分県 

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 

５ 

８（金） 

 

３０（土） 

第１回常任・運営委員会 

第１回スポ少・指導協 合同委員総会  

ソフトボール交流大会 

県スポ協会議室A・B 

県スポ協会議室A・B 

北谷ソフトボール場 

３０（土） 

未 定 

第１回日本スポーツ少年団委員総会 

第５３回日独スポーツ少年団同時交流（派遣）（事前研修） 

東京都 

オンライン 

６ 

１３（土） 

１８（木） 

２０（土） 

空手道交流大会 

第２回常任・運営委員会 

剣道交流大会 

県立武道館 

県スポ協会議室A・B 

那覇市民体育館 

１３（土） 

１４（日） 

６月末予定 

全国スポーツ少年団指導者協議会  

第９回ジュニアスポーツフォーラム 

シニア・リーダースクール（事前研修） 

東京都 

東京都 

オンライン 

７ 

４(土) 

 

２４～２６ 

３１（金） 

JAPAN GAMES JUNIOR & YOUTH・九州スポーツ少年大会 

事前研修会 

沖縄県スポーツ少年大会 

登録締切 

県スポ協会議室A・B 

国立青少年交流の家 

単位団→市町村 

２４～２６ 

２５～２７ 

7/27～8/10 

7/29～8/13 

第５９回九州ブロックスポーツ少年大会 

第４６回九州ブロック軟式野球交流大会 

第５３回日独スポーツ少年団同時交流（受入） 

第５３回日独スポーツ少年団同時交流（派遣） 

佐賀県 

福岡県 

国内各地 

ドイツ各地 

８ 

１（土） 

３１(月) 

スタートコーチ（ジュニア・ユース）養成講習会（第１回） 

登録申請締切 

県スポ協会議室A・B 

市町村→県 

１～２ 

８～１１ 

１５～１６ 

２１～２３ 

第４６回九州ブロック空手道交流大会 

JAPAN GAMES JUNIOR & YOUTH 2026 ISHIKAWA 

第４６回九州ブロック剣道交流大会 

第４６回九州ブロックミニバスケットボール交流大会 

宮崎県 

石川県 

沖縄県 

熊本県 

９ 

５～６ 

 

バレーボール交流大会 豊見城市民体育館 他 １２～１３ 

 

２０～２３ 

２６～２７ 

9/20～10/3 

ｽﾀｰﾄｺｰﾁｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講習会 

ｽﾀｰﾄｺｰﾁｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ再委嘱研修会（9～10月に複数開催） 

シニア・リーダースクール（全体研修） 

九州ブロックスポーツ少年団リーダー研究大会 

２０２６年日独青少年指導者セミナー（派遣） 

東京都 

全国５会場 

東京都 

長崎県 

ドイツ各地 

１０ 
３１（土） 

 

テニス交流大会 

 

奥武山公園・漫湖公園 １０～１２ 

 

第４６回九州ブロックサッカー交流大会 

 

鹿児島県 

 

１１ 

１（日） 

１０(木) 

テニス交流大会 

第３回常任・運営委員会 

奥武山公園・漫湖公園 

県スポ協会議室A・B 

７～８ 

未 定 

 

九ブロスポ少指導者研究協議会 

全国スポーツ少年団リーダー連絡会 

 

大分県 

東京・オンライン 

 

１２ 
１９～２０ ジュニア・リーダースクール 県立玉城青少年の家 ２５～２８ 

 

エンジョイ！バレーボールフェスティバル2026 茨城県 

 

１ 

２３～２４ 

 

スタートコーチ（ジュニア・ユース）養成講習会（第２・３回） 

 

県スポ協会議室A・B 

 

   

２ 

１３（土） 

１８（木） 

２０（土) 

 

バドミントン交流大会 

第２回スポ少・指導協 合同委員総会 

沖縄県スポーツ少年団指導者研修会 

西崎総合体育館 

県スポ協会議室A・B 

県スポ協会議室A・B 

 

４～５ 

２７（土） 

 

日本スポーツ少年団九州ブロック会議 

第２回日本スポーツ少年団委員総会 

 

大分県 

東京都 

 

３ 
   ２６～２８ エンジョイ！剣道フェスティバル2027 北海道 

※ 県内軟式野球交流大会・・・・・・・・・・・・・・５地区に分けて開催（各ブロック幹事市町村本部が主管） 

※ 県内サッカー交流大会・・・・・・・・・・・・・・９地区に分けて開催（サッカー協会地区大会と共催） 

※ 県内ミニバスケットボール交流大会・・・・・・・・６地区に分けて開催（ミニ連地区大会と共催） 

※ 市町村組織整備事業・・・・・・・・・・・・・・・各市町村 

31



32



33



34



35



36



37


